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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第38期

中間連結会計期間
第39期

中間連結会計期間
第38期

会計期間
自　2023年４月１日
至　2023年９月30日

自　2024年４月１日
至　2024年９月30日

自　2023年４月１日
至　2024年３月31日

売上収益 (百万円) 103,920 88,524 216,260

営業利益 (百万円) 3,182 2,726 11,117

税引前中間利益又は
税引前利益

(百万円) 3,779 2,397 12,022

親会社の所有者に帰属する
中間(当期)利益

(百万円) 2,107 1,128 7,448

中間(当期)包括利益 (百万円) 7,122 △527 14,490

資本合計 (百万円) 103,850 108,238 109,820

資産合計 (百万円) 199,292 162,438 185,611

基本的１株当たり中間
(当期)利益

(円) 142.22 76.10 502.62

希薄化後１株当たり中間
(当期)利益

(円) － － －

親会社所有者帰属持分比率 (％) 47.2 60.8 54.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,214 △5,005 22,350

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,154 △1,524 △3,105

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,945 △5,508 △6,633

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 33,999 34,902 46,925
 

(注) １．当社グループは、国際会計基準(以下、「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

２．当社は要約中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

３．希薄化後１株当たり中間(当期)利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４．金額は、百万円未満を四捨五入して記載しております。

 

２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断し

たものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の分析

当中間連結会計期間における国内経済環境は、好調な企業収益や雇用・所得環境等とインバウンド需要の増加

を背景に緩やかな回復基調となりました。

米国経済は雇用環境の軟化懸念はあるものの、良好な所得環境、設備投資、輸出等を下支えに底堅く推移して

おります。中国経済は好調な輸出に支えられやや改善は見られるものの、個人消費を中心とした内需の停滞や不

動産市場の長期低迷など引き続き弱含みの見込みです。また、中東地域の地政学リスクが一段と高まっており、

不安定な国際情勢が景気の下押しリスクとして懸念されております。

当社グループに関係する自動車業界においては、世界的には自動車の需要回復が見込まれるものの、中国市場

での日本車販売不振の継続や電気自動車を発端とした米中欧の貿易摩擦、電気自動車の世界的需要減速に伴う一

部完成車メーカーのEV戦略の見直しなど、依然として先行き不透明な状況です。

この様な環境の中、当社グループは、製品に含まれる貴金属の価格下落や顧客からの受注減に加え、急激な生

産変化への対応費用等により、当中間連結会計期間の売上収益は、885億２千４百万円(前年同期比14.8％減)、営

業利益27億２千６百万円(前年同期比14.4％減)、税引前中間利益23億９千７百万円(前年同期比36.6％減)、中間

利益13億３百万円(前年同期比47.5％減)、親会社の所有者に帰属する中間利益11億２千８百万円(前年同期比

46.5％減)となりました。
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セグメントの業績は次のとおりであります。

(日本)

売上収益は主に顧客からの受注増により増加、利益面においては、増収効果に加え、費用削減施策の効果

等により増加し、売上収益203億６千７百万円(前年同期比5.2％増)、営業利益２億８千２百万円(前年同期は

営業損失１億６千６百万円)となりました。

(北米)

売上収益は顧客からの受注増により増加、利益面においては、増収効果に加え、原材料や輸送費高騰分の

価格転嫁等により増加し、売上収益356億７千４百万円(前年同期比19.8％増)、営業利益５億９千万円(前年

同期は営業損失５億３百万円)となりました。

(アジア)

主にフィリピンにおいて自動車部品二輪の受注増により売上収益は増加したものの、利益面においては労

務費の賃上げ影響等により減少し、売上収益170億４千１百万円(前年同期比2.4％増)、営業利益11億７千２

百万円(前年同期比21.5％減)となりました。

(中国)

売上収益は製品に含まれる貴金属の価格下落や顧客からの大幅な受注減により減少、利益面においては、

減収影響に加え、急激な生産変化への対応費用等により減少し、売上収益221億４千８百万円(前年同期比

51.3％減)、営業利益３億９千４百万円(前年同期比82.5％減)となりました。

(その他)

売上収益は顧客からの受注減により減少、利益面においては、前期での工場移転に伴う売却益の計上がな

くなったことにより減少し、売上収益は６億７千２百万円(前年同期比17.6％減)、営業利益１億３千９百万

円(前年同期比55.9％減)となりました。

 
(注)　上記に記載しているセグメント別の売上収益は、外部顧客への売上収益とセグメント間の内部売上収

益の合計であります。

 
② 財政状態の分析

当中間連結会計期間末の資産につきましては、現金及び現金同等物の減少の他、営業債権及びその他の債権

の減少や有形固定資産の減少により、前連結会計年度末に比べ231億７千３百万円減少し、1,624億３千８百万

円となりました。

負債につきましては、営業債務及びその他の債務やその他の流動負債の減少に加え借入金の返済により、前

連結会計年度末に比べ215億９千２百万円減少し、542億円となりました。

資本につきましては、その他の資本の構成要素の減少により、前連結会計年度末に比べ15億８千１百万円減

少し、1,082億３千８百万円となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、349億２百万円(前連結会計年度

末比25.6％減)となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は50億５百万円(前年同期は62億１千４百万円の獲得)となりました。これは主に

営業債権及びその他の債権の減少や減価償却費及び償却費による収入がありましたが、営業債務及びその他の債

務の減少や預り金の減少、法人所得税等の支払額による支出が上回ったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は15億２千４百万円(前年同期比32.1％増)となりました。これは主に合理化投資

に伴う有形固定資産の取得による支出によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は55億８百万円(前年同期比11.4％増)となりました。これは主に短期借入金の返

済によるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(4) 研究開発活動

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は13億５千８百万円であります。

なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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(5) 生産、受注及び販売の実績

当中間連結会計期間において、生産、受注及び販売の実績に著しい変動がありました。その内容については、

「(1)財政状態及び経営成績の状況 ①経営成績の分析」に記載しております。

① 生産実績

当中間連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

日本 22,359 47.1

北米 33,887 19.4

アジア 16,057 △3.0

中国 22,822 △48.5

その他 718 △10.6

合計 95,842 △8.9
 

(注）金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

 
② 受注実績

当中間連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

日本 15,297 4.5 2,843 △7.9

北米 35,388 6.1 7,986 1.5

アジア 16,659 △1.3 2,968 △3.6

中国 19,012 △58.5 3,569 △62.3

その他 728 △14.0 152 23.8

合計 87,084 △21.9 17,518 △25.8
 

(注）金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

 
③ 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

日本 14,927 10.5

北米 35,485 20.3

アジア 16,111 4.0

中国 21,330 △52.2

その他 671 △17.3

合計 88,524 △14.8
 

(注）金額は販売価額によっております。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 52,480,000

計 52,480,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2024年９月30日)

提出日
現在発行数(株)
(2024年11月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,820,000 14,820,000
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数
100株

計 14,820,000 14,820,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2024年４月１日～
2024年９月30日

― 14,820,000 ― 1,754 ― 547
 

 

EDINET提出書類

株式会社ユタカ技研(E02236)

半期報告書

 7/25



 

(5) 【大株主の状況】

  2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

本田技研工業株式会社 東京都港区南青山２丁目１－１ 10,322 69.66

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 282 1.90

明治安田生命保険相互会社

（常任代理人 株式会社日本カストディ銀

行）

東京都千代田区丸の内２丁目１－１ 200 1.35

ユタカ技研従業員持株会 静岡県浜松市中央区豊町508番地の１ 189 1.28

INTERACTIVE BROKERS LLC

（常任代理人 インタラクティブ・ブロー

カーズ証券株式会社）

米国・コネチカット

（東京都千代田区霞が関３丁目２－５）
135 0.91

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（常任代理人 日本マスタートラスト信託

銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目４－５

（東京都港区赤坂１丁目８番１号）
120 0.81

MSIP CLIENT SECURITIES

（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG

証券株式会社）

英国・ロンドン

（東京都千代田区大手町１丁目９－７)
117 0.79

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM

CLIENT ACCTS M ILM FE

（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）

英国・ロンドン

（東京都千代田区丸の内１丁目４番５

号）

95 0.64

MSCO CUSTOMER SECURITIES

（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG

証券株式会社）

米国・ニューヨーク

（東京都千代田区大手町１丁目９－７)
92 0.62

JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 84 0.57

計 － 11,636 78.53
 

　

EDINET提出書類

株式会社ユタカ技研(E02236)

半期報告書

 8/25



 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2024年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

1,900
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

148,123 ―
14,812,300

単元未満株式
普通株式

― ―
5,800

発行済株式総数 14,820,000 ― ―

総株主の議決権 ― 148,123 ―
 

　

② 【自己株式等】

  2024年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式
数の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有
株式数の割合(％)

株式会社ユタカ技研
静岡県浜松市中央区豊町
508番地の１

1,900 ― 1,900 0.01

計 ― 1,900 ― 1,900 0.01
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．要約中間連結財務諸表の作成方法について

当社の要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。)第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作

成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第５編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年４月１日から2024年９月30

日まで)に係る要約中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。 
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１ 【要約中間連結財務諸表】

(1) 【要約中間連結財政状態計算書】

(単位：百万円)

 注記
前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間末
(2024年９月30日)

資産    

流動資産    

現金及び現金同等物 ９ 49,165 37,138

営業債権及びその他の債権 ９ 53,536 46,173

棚卸資産  26,609 26,674

その他の流動資産  2,198 2,116

流動資産合計  131,509 112,101

    

非流動資産    

有形固定資産  48,184 44,281

無形資産  675 719

退職給付に係る資産  2,764 2,833

繰延税金資産  1,755 1,836

その他の非流動資産 ９ 725 667

非流動資産合計  54,102 50,337

資産合計  185,611 162,438

    

負債及び資本    

負債    

流動負債    

営業債務及びその他の債務 ９ 52,287 44,132

借入金 ９ 3,558 178

未払法人所得税等  941 256

その他の流動負債 ９ 15,191 6,180

流動負債合計  71,977 50,746

    

非流動負債    

退職給付に係る負債  1,837 1,861

繰延税金負債  371 112

その他の非流動負債  1,606 1,480

非流動負債合計  3,815 3,454

負債合計  75,791 54,200

    

資本    

資本金  1,754 1,754

資本剰余金  1,273 1,273

利益剰余金  86,304 86,690

自己株式  △3 △3

その他の資本の構成要素  10,891 9,088

親会社の所有者に帰属する持分合計  100,218 98,802

非支配持分  9,602 9,436

資本合計  109,820 108,238

負債及び資本合計  185,611 162,438
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(2) 【要約中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

 注記
前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

売上収益 ５,６ 103,920 88,524

売上原価  93,073 77,570

売上総利益  10,847 10,954

    

販売費及び一般管理費  7,849 8,439

その他の収益  471 347

その他の費用  287 136

営業利益 ５ 3,182 2,726

    

金融収益  849 359

金融費用  253 688

税引前中間利益  3,779 2,397

    

法人所得税費用  1,297 1,093

中間利益  2,482 1,303

    

その他の包括利益    

純損益に振替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産の純変動

 5 △3

純損益に振替えられることのない項目合計  5 △3

純損益に振替えられることのある項目    

在外営業活動体の換算差額  4,635 △1,828

純損益に振替えられることのある項目合計  4,635 △1,828

その他の包括利益（税引後）合計  4,640 △1,831

中間包括利益  7,122 △527

    

中間利益の帰属    

親会社の所有者 ７ 2,107 1,128

非支配持分  375 176

中間利益  2,482 1,303

    

中間包括利益の帰属    

親会社の所有者  6,427 △675

非支配持分  695 148

中間包括利益  7,122 △527

    

１株当たり中間利益
（親会社の所有者に帰属）

   

基本的１株当たり中間利益（円） ７ 142.22 76.10
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(3) 【要約中間連結持分変動計算書】

(単位：百万円)

区分 注記

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の
資本の
構成要素

その他の包括利益
を通じて公正価値
で測定する金融
資産の純変動

2023年４月１日残高  1,754 1,273 79,244 △3 14

中間利益    2,107   

その他の包括利益      4

中間包括利益  － － 2,107 － 4

配当金 ８   △533   

所有者との取引等合計  － － △533 － －

2023年９月30日残高  1,754 1,273 80,818 △3 18
 

 

区分 注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

親会社の所有
者に帰属する
持分合計

在外営業
活動体の
換算差額

その他の
資本の構成
要素合計

2023年４月１日残高  5,894 5,908 88,176 9,245 97,421

中間利益   － 2,107 375 2,482

その他の包括利益  4,315 4,319 4,319 320 4,640

中間包括利益  4,315 4,319 6,427 695 7,122

配当金 ８  － △533 △159 △692

所有者との取引等合計  － － △533 △159 △692

2023年９月30日残高  10,209 10,227 94,069 9,781 103,850
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(単位：百万円)

区分 注記

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の
資本の
構成要素

その他の包括利益
を通じて公正価値
で測定する金融
資産の純変動

2024年４月１日残高  1,754 1,273 86,304 △3 17

中間利益    1,128   

その他の包括利益      △2

中間包括利益  － － 1,128 － △2

配当金 ８   △741   

所有者との取引等合計  － － △741 － －

2024年９月30日残高  1,754 1,273 86,690 △3 15
 

 

区分 注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

親会社の所有
者に帰属する
持分合計

在外営業
活動体の
換算差額

その他の
資本の構成
要素合計

2024年４月１日残高  10,874 10,891 100,218 9,602 109,820

中間利益   － 1,128 176 1,303

その他の包括利益  △1,801 △1,803 △1,803 △28 △1,831

中間包括利益  △1,801 △1,803 △675 148 △527

配当金 ８  － △741 △313 △1,054

所有者との取引等合計  － － △741 △313 △1,054

2024年９月30日残高  9,073 9,088 98,802 9,436 108,238
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(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

 注記
前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間利益  3,779 2,397

減価償却費及び償却費  4,472 4,559

金融収益及び金融費用(△は益)  △5 △251

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

 11,571 5,866

棚卸資産の増減額（△は増加）  △323 △936

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

 △501 △5,635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  15 21

預り金の増減額（△は減少）  △11,122 △9,352

その他  331 481

小計  8,216 △2,851

利息の受取額  256 357

配当金の受取額  1 1

利息の支払額  △247 △125

法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)

 △2,013 △2,386

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,214 △5,005

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の純増減額（△は増加）  △95 △69

有形固定資産の取得による支出  △2,045 △1,456

有形固定資産の売却による収入  1,039 77

無形資産の取得による支出  △54 △81

貸付けによる支出  － △1

貸付金の回収による収入  0 6

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,154 △1,524

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少）  △2,816 △3,153

リース負債の返済による支出  △339 △302

長期借入金の返済による支出  △176 △191

配当金の支出額 ８ △533 △738

非支配持分への配当金の支出額  △1,081 △1,124

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,945 △5,508

現金及び現金同等物に係る換算差額  1,533 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少)  1,647 △12,023

現金及び現金同等物の期首残高  32,352 46,925

現金及び現金同等物の中間期末残高  33,999 34,902
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【要約中間連結財務諸表注記】

１．報告企業

株式会社ユタカ技研(以下、当社)は、日本に所在する企業であります。その登記されている本社及び主要な事務

所・工場の住所はホームページ(https://www.yutakagiken.co.jp/)で開示しております。当社の要約中間連結財務諸

表は2024年９月30日を期末日としております。当社及び連結子会社(以下、当社グループ)は、主に自動車部品四輪・

自動車部品二輪の製造及び販売を行っております。また、当社の親会社は本田技研工業株式会社であります。

 
２．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社グループの要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年

大蔵省令第28号)第１条の２第２号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条

の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

要約中間連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、2024年３月

31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

要約中間連結財務諸表は、2024年11月14日に当社代表取締役社長 青島　隆男によって承認されております。

 
(2) 測定の基礎

当社グループの要約中間連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基

礎として作成しております。

 
(3) 機能通貨及び表示通貨

要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、単位を百万円としておりま

す。また、百万円未満の端数は四捨五入にて表示しております。

 
３．重要性がある会計方針

要約中間連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において

適用した会計方針と同一であります。

 
４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に

影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を設定することが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見

積りとは異なる場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更

は、見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識しております。

要約中間連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同

様であります。
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５．事業セグメント

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社及び当社の子会社においてそれぞれ独立した経営単位であり、取締

役会及び取締役会から選定された取締役によって構成される経営会議において、経営の重要事項について審議

し、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社では、地域毎に担当取締役・地域本部長等が任命されており、担当地域の包括的な戦略の立案を統括

し、事業活動を展開しており、生産・販売を基礎とした地域別のセグメントを報告セグメントとしておりま

す。

各報告セグメントの主な地域は、以下のとおりです。

報告セグメント 主要な製品及びサービス

日本 日本

自動車部品四輪(排気系部品、駆動系部品、その他)
自動車部品二輪
汎用部品
その他

北米
米国
メキシコ

自動車部品四輪(排気系部品、駆動系部品、その他)

アジア

フィリピン
インドネシア
タイ
インド

自動車部品四輪(排気系部品、駆動系部品)
自動車部品二輪

中国 中国 自動車部品四輪(排気系部品、駆動系部品)

その他 ブラジル 自動車部品四輪(排気系部品)
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２．報告セグメントごとの売上収益及び利益又は損失の金額に関する情報

当社グループの前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の報告セグメント情報は以下のとおりです。

前中間連結会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)

(単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額
要約中間
連結財務諸
表計上額日本 北米 アジア 中国 その他 合計

外部顧客への売上収益 13,513 29,507 15,488 44,600 812 103,920 － 103,920

セグメント間の内部
売上収益

5,848 281 1,147 886 3 8,165 △8,165 －

計 19,361 29,787 16,635 45,486 815 112,085 △8,165 103,920

営業利益(△は損失) △166 △503 1,493 2,246 314 3,384 △202 3,182

金融収益 － － － － － － － 849

金融費用 － － － － － － － 253

税引前中間利益 － － － － － － － 3,779
 

(注) １　セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいております。

２　売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益であります。

３　営業利益(△は損失)の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。

 
当中間連結会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)

(単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額
要約中間
連結財務諸
表計上額日本 北米 アジア 中国 その他 合計

外部顧客への売上収益 14,927 35,485 16,111 21,330 671 88,524 － 88,524

セグメント間の内部
売上収益

5,440 189 931 818 1 7,377 △7,377 －

計 20,367 35,674 17,041 22,148 672 95,902 △7,377 88,524

営業利益 282 590 1,172 394 139 2,577 149 2,726

金融収益 － － － － － － － 359

金融費用 － － － － － － － 688

税引前中間利益 － － － － － － － 2,397
 

(注) １　セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいております。

２　売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益であります。

３　営業利益の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。
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６．売上収益

売上収益の分解とセグメント収益との関連は以下のとおりであります。

前中間連結会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)

(単位：百万円)

報告
セグメント

日本 北米 アジア 中国 その他 合計

自動車部品四輪 11,721 29,507 6,695 44,600 812 93,335

自動車部品二輪 1,082 － 8,793 － － 9,875

汎用部品 710 － － － － 710

合計 13,513 29,507 15,488 44,600 812 103,920
 

 

当中間連結会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)

(単位：百万円)

報告
セグメント

日本 北米 アジア 中国 その他 合計

自動車部品四輪 13,566 35,485 6,236 21,330 671 77,289

自動車部品二輪 958 － 9,875 － － 10,833

汎用部品 403 － － － － 403

合計 14,927 35,485 16,111 21,330 671 88,524
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７．１株当たり利益

基本的１株当たり中間利益及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

なお、希薄化後１株当たり中間利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 
前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

親会社の所有者に帰属する中間利益 (百万円) 2,107 1,128

期中平均普通株式数 (株) 14,818,176 14,818,099

基本的１株当たり中間利益 (円) 142.22 76.10
 

 

８．配当金

前中間連結会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)

(1）配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2023年６月23日
定時株主総会

普通株式 533 36 2023年３月31日 2023年６月26日
 

　

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2023年10月31日
取締役会

普通株式 593 40 2023年９月30日 2023年12月５日
 

 

当中間連結会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)

(1）配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年６月21日
定時株主総会

普通株式 741 50 2024年３月31日 2024年６月24日
 

　

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年11月5日
取締役会

普通株式 533 36 2024年９月30日 2024年12月５日
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９．金融商品の公正価値

(1) 公正価値及び帳簿価額

金融商品の種類別の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

 
前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間末
(2024年９月30日)

 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

金融資産     

償却原価で測定する金融資産     

現金及び現金同等物 49,165 49,165 37,138 37,138

営業債権及びその他の債権 53,536 53,536 46,173 46,173

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する金融資産
    

その他の金融資産 46 46 42 42

金融資産合計 102,747 102,747 83,352 83,352

金融負債     

償却原価で測定する金融負債     

営業債務及びその他の債務 52,287 52,287 44,132 44,132

借入金 3,558 3,553 178 177

純損益を通じて公正価値で測定する

金融負債
    

デリバティブ負債 52 52 － －

金融負債合計 55,897 55,892 44,310 44,309
 

 
(2) 金融商品の公正価値算定方法

① 現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務

現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務のうち、流動項目は短期間で決

済され、また非流動項目は実勢金利であるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。

② その他の金融資産

その他の金融資産のうち、市場性のある有価証券の公正価値は市場価格を用いて見積っております。非上場会

社普通株式は割引将来キャッシュ・フロー、収益、利益性及び純資産に基づく評価モデル及びその他の評価方法

により、公正価値を算定しております。

③ 借入金

借入金は、将来キャッシュ・フローを新たに同様の契約を実行した場合に想定される利率で割り引く方法によ

り算定しております。

④ デリバティブ

当社の海外子会社からの配当金に係る為替変動リスクに関して、先物為替予約取引等のデリバティブを利用

し、リスクの低減を行っております。デリバティブは取引先金融機関から提示された為替相場等の観察可能な市

場データに基づいて算定しております。

なお、デリバティブ取引は当該リスクを低減するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
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(3) 要約中間連結財政状態計算書において認識している公正価値測定のヒエラルキー

以下は公正価値で計上される金融商品を評価方法ごとに分析したものです。以下のように定義づけられておりま

す。

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格

レベル２：レベル１以外の観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値

レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

 
公正価値により測定された金融商品

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産     

その他の金融資産 38 － 8 46

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債     

デリバティブ負債 － 52 － 52
 

 
当中間連結会計期間末(2024年９月30日)

(単位：百万円)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産     

その他の金融資産 34 － 8 42
 

 

レベル３に区分される株式については、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間において重要な変動は生

じておりません。

 

 
10．後発事象

当社グループにおいて、該当事項はありません。

 
２ 【その他】

2024年11月５日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

① 中間配当による配当金の総額……………………533百万円

② １株当たりの金額…………………………………36円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2024年12月５日

（注） 2024年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

 

 

2024年11月14日

株式会社ユタカ技研

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

名古屋事務所

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川　　口　　真　　樹  

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 樋　　口　　幹　　根  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユタカ

技研の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月30

日まで）に係る要約中間連結財務諸表、すなわち、要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結包括利益計算書、要約

中間連結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書及び要約中間連結財務諸表注記について期中レ

ビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作

成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社ユタカ技研

及び連結子会社の2024年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績並びに中間連結

会計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手

したと判断している。

 
要約中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

要約中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以

外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要が

ある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約中間連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財務諸

表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、要約中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続

できなくなる可能性がある。

・要約中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせる

事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並

びに要約中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないか

どうかを評価する。

・要約中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、要約中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
　

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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